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平成 28年度まちづくり懇談会会議録 【内田地区】 

 

日 時   平成 28年 10月 27日（木） 19：00～20:30 

会 場   内田地区センター 

参加者   56人 

 

※「第２次菊川市総合計画について～第１次菊川市総合計画の振り返りと今後

９年間の計画～」と題した説明のあと、参加者の皆さまとの懇談（質疑応答）

に入りました。 

 

※会場からのご意見・ご質問 

 

●政所 男性 

 菊川駅の北で開発が進んでいるが、駅の南と北を結ぶ２階建ての駅舎か何か

考えていますか。今後、南北を結ぶアクセスをどう考えていますか。 

○市長から回答 

 橋上駅についてかと思いますが、これまでも多くの皆さんからご意見をいた

だいていることでございます。平成 27 年度に、計画を立てるための予算化をい

たしまして、今、調査を進めております。この調査の内容につきましては、駅

の北側の開発をどの地域までにするか、あるいはその投資効果がどの程度で生

まれるか、そういった総合的なことについて、現在、調査費をつけて取り組ん

でいるところですので、近い将来には、構想ができあがりまして、それをまた、

市民の皆さんや議会の皆さんと協議をしながら、これからの駅の北側の開発に

ついて考えていきたいと思っています。その時に、橋上駅についても避けてと

おれないことですので、このことを含めながら進めて行きたいと思っています。 

○建設経済部長から説明 

 市長から、計画の概要について説明がありましたが、私から詳細についてご

説明申し上げます。昨年から、駅北構想という事業を進めてまいりましたが、

昨年は駅北地区をどんな整備ができるかということで、コンサルタントととも

に、庁内の関係する部課長の中で、構想案を４点作成しております。それを元

に、今年度は、その案のうち１点に絞るため、さらに案を詰めているところで

あります。そういった中で一番重要なものがなんなのか、市民の皆様のニーズ

を把握するためのアンケート調査を行い、現在集計をしているところです。市

民の皆さんが先ほど言われたとおり、橋上駅が必要かどうか。駅北を開発する

場合には、どんなまちづくりが有効か。こんなところをアンケートで取りまし

て、集計をしています。このアンケートの集計と、もう少し具体的な案がまと
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まったところで、公表し、意見を伺いたい、できれば、駅北口の設置に市民の

皆様の同意がいただければといった考えで進めております。 

 

●高田 男性 

第１次総合計画の策定委員を10年前にもやらせていただいたこともありまし

て、もう 10 年が経ったなと、そんな思いでございます。それで、主婦がしあわ

せに暮らせるまち中部ブロック第１位ということですが、これが旦那がしあわ

せに暮らせるまち２位くらいになれば、もっといいかなとそんな風に思います。 

３点ほどあったのですが、１点だけということなので、１点に絞って質問さ

せていただきます。基本目標４の３番の「消防力を高めるまちづくり」で、自

主防であったり消防団であったり、消防署や消防本部が努力されていることは

承知しておりますが、広域消防というのは、今後間違いなく必要になってくる

と思います。消防措置法が改正されて、国や県も圏域を大きくしている。静岡

県も当初は３つに分けて広域化を進めると言っていました。その後については、

それぞれの自治体の意向もあって、現在では５つだということで、現在、中東

遠地区では、掛川と菊川と御前崎ということなのですが、駅北の方に 11 階建て

の高層のマンションといった高層物ができてくる。設備力も求められてくるわ

けですが、そういったことも含めまして、消防の広域化について市長にお伺い

したいと思います。 

○消防長から回答 

 消防の広域化ということでございますが、現在、検討を進めているところで

ございまして、やはり、広域化というのは１市だけでは、なかなか実現をする

ものではございませんので、慎重な検討が必要ということで進めております。 

 そういった中で、消防指令センターというものが現在は設置がされておりま

して、その中ではある程度の応援協定という形で運用は現在も進められている

ところでございます。広域化のひとつの段階としまして、広域調約というもの

を進めたらどうだというのが、国の方針でございまして、そちらの方も含めま

して検討をしていきたいという考えでございます。 

 圏域につきましては、菊川市は中東遠圏域での広域化の検討ということで、

事務局を設置しており、検討を進めているところであります。結論としては、

申し上げられるものがございませんので、その時期が来たら、そういった進め

方もしていくということで、お答えとさせていただきます。 

 

●地区自治会副会長 

 行財政改革をやられていると思いますが、正規の職員と非常勤の職員の比率

を教えていただきたいと思います。 
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○総務部長からの回答 

 正規の職員は、28 年４月１日現在で、317 人になります。臨時・非常勤の職

員につきましては、それぞれ短期的に１カ月とか何週間とかの単位で勤務して

いただいている方もいれば、常務として来ている方もいて、さまざまな雇用形

態がある中で、臨時職員等で 100人という状況です。 

 

●地区自治会会長 

 色々市役所へ伺うと、何をお願いしてもお金がない、予算がない、そんな話

がいろんなとこででており、今も市の財政はきついのだろうという予想はして

います。その財務状況というのは、各年度の収支については多分赤字じゃない

かなという気もします。その将来像とか計画をやっていくなかで、その財政と

いうところ、確かに効率を上げて出を減らして、入りを増やせばいいんだけれ

ども、でも、重要な物はやらなきゃいけない。増やすというところは、何かお

考えなのでしょうか。ふるさと納税については、菊川市では実際どれくらいあ

るのかなと思いまして、素朴な疑問を持ちました。 

○市長から回答 

 税金というのは高くすることができませんので、増やすのは非常に難しいで

す。去年ふるさと納税は、3000万円くらいでした。今年は、今 10ヶ月目で、5000

万円くらい、たぶん今年は１億以上のふるさと納税額。ですから、去年よりも

かなり多くふるさと納税が入ると思います。これが、一番の大きな収入。あと、

これはわずかですが、ネーミングライツといって、道路とかグラウンドに名前

を民間の企業に使ってもらい、年間の名前料をもらっているというものがあり

ます。指定管理制度では、小菊荘などがそうですが、本来は市の職員がやって

いたのを、今は民間でやっていただいておりますので、そういったところで、

収入ではありませんが、支出を少なくしています。それから、もうひとつは、

税収を滞納のないように適正な税をもらう。こういったことが市としては基本

中の基本ですが、そういったことを行っています。あとは、財政の担当の部長

がおりますので、もう少し詳しく財政状況をお話させていただきます。 

○財政部長からの説明 

 最初の市長の説明の中で、行財政改革を進める中で、基礎的財政収支を黒字

化に取り組んでいるという説明があったかと思います。よく国が、国と地方の

基礎的財政収支を黒字化する、今は 2020年を目指すといっておりますが、正式

な国で定めている地方の基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスです

が、その求め方とはちょっと違った、菊川市方式の基礎的財政収支の黒字化と

いうものを、菊川市ではずっと目標のひとつとしてきました。企業会計と違い、

私どもの公会計は、単式簿記でいわゆる収入と支出があるだけです。１年間必
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要なもの、仕事をして、１年経ったところで、収入と支出の等がひけている、

いわゆる支出が賄えられたことになれば、それでいいというのが、公会計、単

式簿記の会計です。でも、実はその裏に、負債がいっぱい増えている。あるい

は貯めていた貯金がなくなっているということになると、表面上は帳尻が合っ

ていても、実は財政状況はすごく悪いんじゃないか、ということがあります。

そういう意味で、菊川市方式の基礎的財政収支というのは、非常に単純でして、

借金の残高と、貯金の残高を併せ持って、前年度から減っているのか増えてい

るのかというのを目安にしています。つまり、借金は年々減らしていく、貯金

は年々増やしていくというのがベストなのですが、なかなかうまくいかなくて、

上げ下げがあります。先ほども市長の説明の中にありましたが、合併以来 11年

が経ちまして、借金の総額を 24億円減額いたしました。その裏で貯金が減って

いるんじゃないかと思われると思いますが、貯金については、１億６千万円ほ

どアップしております。ですので、財政状況そのものは、非常に健全な財政の

状況に向かっていっているとご理解いただいていいと思います。ただ、年々歳

出が増えています。特に最近は、扶助費といいまして、色々な福祉のお金です

とか、医療ですとか、保健ですとか、子育て支援ですとか、そうした経費が非

常に増えてまいりますので、確かに何にでも十分にお金が回せるかというと

中々そうはいかないものですから、そこは総合計画を元に、毎年の計画を作り

ながら、予算の配分をしていきたいと思います。ですので、左団扇という状況

ではありませんが、財政状況そのものは、合併時より健全化に向かっていると

ご理解をいただいて、結構だと思います。 

 

●森 男性 

 市長に質問というか要望ですが、色々努力をしていただきまして、お蔭様で

内田地区にも立派な消防の蔵置所が完成をいたしました。ところが、この前自

治会の会合等に消防団の方が見えまして、団員の数が非常に足りないと、非常

に危機感を持っているということで、自治会の方にもひとつよろしくご足労を

お願いしたいということで、名簿もいただきました。私は森ですけれども、６

人ほど対象者がありましたものですから、ちょっと伺ったのですが、なかなか

いい返事もいただけません。先ほどの市長さんのお話の中で、菊川市内に事業

所が 100 社ほどあろうというような話を伺いましたものですから、役所として

も努力はしていると思いますけれども、ぜひ市長さんが事業所の方に出向いて、

その辺のご理解をお願いしていただければ、一般の職員が行くよりは市長自ら

が行ってお願いをしていただいて、なるべく団員を増やしていただいて、防災

力のアップをひとつよろしくお願いしたいと思います。 

○市長から回答 
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 消防団の確保は、今非常に大変でありまして、消防整備計画を作りまして、

皆さんにご理解をいただき、来年の４月には新しい組織体系になろうとしてい

るところです。とは言っても、消防団員の確保というのは非常に難しくて、先

般も菊川市も自営や農業が７割、８割だったのが、今は被雇用者といって勤め

の人が９割以上いるんです。だから、20名消防団員がいると、18名の人がお勤

めということですね。ですから、それをもう少し地元の皆さんに、消防団員に

なってもらいたいと、地元の企業を皆さんが回ってお願いをしているんですが、

今、鈴木さんのお話しがありましたが、私が回るのも、別に脅かしに行くわけ

でもなく、お願いに行くわけですから、ぜひ一度ですね、仕組みが変わりまし

たら、そんなことも話題提供で行きたいと思います。では、今日は消防長もお

りますから、現状の話しをさせます。 

○消防長から説明 

 ただいま市長から話がありましたとおり、菊川市の被雇用率、サラリーマン

の消防団員は非常に多くて、今年度は、92％という数字がでております。この

数字は、全国的に見ても県内を見ても高い数字で、企業の皆さんにも理解と協

力をお願いしていくということは、大切であって、工夫をしていかなくてはな

らないなと思っております。今年度は、来年の入団者、対象者を募集にかけま

して、企業に通知もしくは直接というような、市長がというところまで考えて

はいませんでしたが、アプローチをかけていく必要があるかなと検討はしてい

る最中でございます。 

 それから、消防団の再編につきまして、先日の静岡新聞にも掲載をされまし

て、ご覧になった方もいるかと思いますが、非常に皆さんにもご心配をおかけ

しているのではないかと思っております。いよいよ来年の４月を目指して動き

出しているところでございますので、これから、それぞれの地区に説明に出向

くような形で、ご理解をいただきたいとおもいます。この再編につきましては、

消防団員が減少している、そういう中で、消防団員を確保することが大きなひ

とつの目的であります。消防団員は言うまでもなく、地域の防災の要、地域に

根ざした活動をする組織でありますので、地域の皆さんの協力は不可欠ですの

で、そういう中で、消防団員が確保できる、これは、１年２年ではすぐに達成

できる、来年すぐ成果がでるとは考えられませんけども、時間をかけてでも体

制を作れるような１歩になればという思いで、行う再編でございますので、ご

理解をお願いします。 

 

●高田 永田氏 

 菊川と上小笠川の間におおぞら幼保園がございます。平成 26年に実はあそこ

は水に浸かりまして、大変な思いをしたわけです。地元の人たちもずいぶん心
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配してそこに行ったんですが、そちらにいらっしゃる方で現場をこの中でとい

う方はいらっしゃいますか。そういう程度なんですよね。先日、議員の方が集

まりましたとき、同じ質問をしまして、議員としてどう思いますかと質問をし

ましたら、何かまた予算をつけて調査をしますって話でした。ただ、相手が子

どもですからね、あそこまで水がいかなくてもどんなことが起こるか分からな

いんですよ。それで、まあ今年も予算をつけているっていう話ですけども、実

際に時系列でどんな調査をしていて、どんな経過になって、いつになったらで

きるかというのをお答えいただければと思い伺います。 

○教育文化部長から説明 

 おおぞら幼保園のことにつきましては、平成 26年の台風の時には色々地域の

皆さんにご心配をお掛けし、大変申し訳ないと思っております。その時の現場

でございますが、当然担当者が、現場を見ておりまして、写真も残っておりま

すし、やはりその時どのくらい浸水したかというデータも取らせていただいて

あります。またその後、雨の機会があれば、担当者が出向いて現場を見たりし

ております。また、先日もこの地域だと五丁目辺りで結構雨が降って浸水した

ときも、私も現場を見ております。そういうことをさせていただいてあります。 

 それで、時系列で少し説明をさせていただきますと、平成 26 年 10 月に台風

がありまして、そのときにはすぐにマニュアルといいますか、緊急時にどうい

ったことをするかというのをおおぞら幼保園として持っております。例えば雨

がこれだけ降ってきたら園の体制はどうするかとか、そういうものをまずその

時に見直させていただいております。昨年 27年度になりますが、あの地域が浸

水した原因はなんだろうと調査費を付けさせていただいて、研究させていただ

きました。実は、幸いと申しますかありがたいことに、27 年は大きな雨が降っ

ておりませんでして、十分なデータが取れておりませんので、今年も引き続き

データの収集に努めています。ただ、この 2 年間、色々と過去のデータとかを

調べて研究してまいりますと、原因としましては、おおぞら周辺だけではない

のですが、菊川の本線の水位が上がってしまうと、あそこに樋管（ひかん）が

ございますが、そこから水が出なくなってしまう。この水が逆流してしまうと

いうことがありまして、どうもそれが原因ではないかなということで、今たど

り着いております。先日、大雨が 100 ミリ近く降った、私も現場を見に行かせ

ていただきましたのはお話させていただきましたけど、ああいった短時間でた

くさん降る雨については、本線の水位が上がっておりませんので、水が流れや

すいものですから、そういうときにはおおぞらの周辺については問題ないと思

いますが、例えばこの前の台風のように、前日から雨が降り続いて、雨が降る

と、どうしても樋管から水が出にくくなって、排水不良が起きてしまうという

ことが、やはりあるのではないかなと考えています。対策としてどういうこと
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を考えているかですが、やはり本線の問題でありますので、当然、菊川の河川

改修について市長を筆頭にお願いをするということがまずひとつ大きな方法と

してまずあります。次に我々としてどのようなことができるかといいますと、

川の水位がだいぶ影響するということが分かってきましたので、川の水位を見

ながら対策を立てていくというマニュアルを作らせていただいております。も

うひとつの進め方としましては、緊急時に動線を確保する、緊急時におおぞら

幼保園と外部との行き来ができるようにすることはできないかということで、

菊川の右岸側の堤防を少し整備して、あそこをもう少し通りやすくするために、

今、国土交通省と話をさせていただいております。そういったことで、今、原

因の追究に努めているとともに、緊急時に備えてなんとか動線を確保できない

かということで取り組んでいるという状況です。 

 

●政所 男性 

 私も市役所へ度々行くことがあるんですが、役所の仕事の内容はちょっと分

からないですが、役所の人の数がパートとかそういうのとかもいいですが、一

般（企業）より人数が多すぎるんじゃないかと思うのです。おおぞら幼保園も

大勢人がいるんですが、僕らも役所へ行って年金とか建設課だとか、そういう

ところへ行っても、最後は県庁へ行ってくれとか、内容が全然分からない勉強

不足の人も大勢いるので、人員をもっと減らすことができるのかできないのか、

そのへんを聞きたいと思います。 

○総務部長から説明 

 職員につきまして、平成 17年に 351人いたものを、スリム化ということでこ

れまで削減を図ってまいりまして、先ほど申しましたとおり、平成 28 年 4 月 1

日現在で、317人という状況にあります。削減を図った中では、業務の委託化も

しておりますし、業務によっては臨時、非常勤化することで、正規職員を削減

してきているという状況にあります。臨時、非常勤が多すぎるということであ

りますが、市としては必要な業務量ということで配置しておりますので、適正

な配置をしていると考えておりますけれども、引き続き削減には努力をしてい

きたいと考えております。 

○教育文化部長から説明 

おおぞら幼保園に人がたくさんいるというお話だったので、少し事情を説明

させていただきます。保育園では、０歳から５歳までのお子さんを預かってお

ります。当然、子どもさんが小さくなれば小さくなるほど、国の基準で保育士

さんの人数が決まっており、１歳や２歳だったら、６人に１人保育士さんを付

けなくちゃいけないということになっています。今は早い時間からお母さん方

が働くものですから、０歳の場合は、３人に１人の保育士さんを付けなさいと



8 

 

いうことになっています。それで、保育園の場合はご存知のように、基本は 11

時間で、それ以上に延長して、お母さんの仕事の都合で長く預かることもあり、

基本的には朝の７時から夜の７時までやってますんで、例えば我々一般の職員

だと８時間の勤務ですので、11 時間だとそれにプラスアルファの職員が必要に

なってきます。職員もいりますし、人によっては朝晩のパートで来てくれる方、

結局全部が８時間の職員を雇うわけにもいかないものですから、普通の役所よ

りも多い人数がどうしても必要になってしまいます。特に保育園の特殊性を考

えると、保育士さんがたくさんいないと保育がしっかりできない、というきま

りがあるものですから、皆さんからしてみれば、何であんなに大勢の職員がい

るのかというのがあるかもしれませんが、そういった事情もあるということを

ご理解いただければありがたいと思います。 

 

（閉会：20：35） 

 


